
資料７日 米 の 比 較

特許発明
の対象

発明の実施

特許の効力
の及ぶ範囲

米国の制度

人の病気の診断、治療又は予防のために行
う行為に係る新規かつ有用な方法

方法の使用

企業の活動

医療機
器・医薬
の販売等

医師等の活動

（特許の効力が及ばない領域）

実施の限定

（効力制限）

人の病気の診
断、治療又は
予防のために
行う行為

人の病気の診断、治療又は予防のために行う行為

医師等の行う医療行為については適用除外

組成物の使用の特許の実施

バイオテクノロジー特許の実施

医療機
器・医
薬の販
売等

（医師等の行う医療行為については適用除外）

発明に係る医療機器・
医薬を使用する方法

医師等が治療
のために行う
生産、販売等

企業の行う
生産、販売
等

医療機器・医薬を使
用する方法の使用に
用いる医療機器・医
薬の生産、販売等

医療機器・医薬を使
用する方法の医師等
による使用

企業の活動

医療機
器・医薬
の生産、
販売等

医師等の活動

（特許の効力が及ばない領域）

発明に係る医療機器・
医薬を使用する方法

その他の医療機器・医薬
を使用する方法

医療機
器・医
薬

人の病気の診断、治療又は予防のために行う行為

(

医
療
機
器
・

医
薬
を
使
用
し

な
い
行
為
）

そ
の
他
の
医
療

機
器
・
医
薬
を

使
用
す
る
行
為

発
明
に
係
る
医
療

機
器
・
医
薬
を
使

用
す
る
行
為

タタキ台の制度案イメージ

医療機
器・医
薬

（発明の定義）

自然法則を利用した技術的思想の
創作のうち高度のものをいう。

（発明の定義）

発明もしくは発見を意味する。


